
 

船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 浸水 

発生日時 令和３年５月２０日 １２時３０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子港北北東方沖 

 銚子港東防波堤川口灯台から真方位０１４°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°４６.２′ 東経１４０°５２.０′） 

事故の概要  プレジャーボート第３松風
まつかぜ

は、漂泊中、機関室に浸水した。 

事故調査の経過 令和３年６月８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 第３松風、５トン未満（長さ６.６０ｍ） 

 ２３２－１１１８３千葉、個人所有 

ディーゼル機関（船内外機）、４サイクル、出力８８.３０kＷ、回

転数毎分３,１００、６気筒、ボア９２.０１５mm、使用燃料軽油、

昭和６０年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 主機等に濡損、ユニバーサルジョイントに折損、軸受、ベローズ等に

破損 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、各自が救命胴衣

を着用し、主機を中立運転として釣りをしながら漂泊中、突然主機が

停止した。 

船長は、機関室を確認したところ、ユニバーサルジョイント（以下

「本件ジョイント」という。）が折損してベローズを破損し、海水が

同破損部から浸入して機関室に浸水していることを認めた。 

本船は、船長が航行を諦めて１１８番通報を行った後、排水作業を

行っていたところ、来援した巡視艇に両人とも救助され、同巡視艇に

横抱きされて付近の岸壁に着岸した。 

船長は、本船を令和２年１０月に中古で購入し、令和３年１月に自

身でベローズを交換した際、目視により本件ジョイントに異状がない

ことを確認していたが、新造時からの機器等の整備記録が存在してお

らず、これまで正常に運転できていたので本件ジョイントの整備を行

ったことがなかった。 

分析  本船は、主機を中立運転として漂泊中、本件ジョイントが折損して

ベローズを破損したことから、主機の運転ができなくなり、海水が同

破損部から浸入して機関室に浸水したものと考えられる。 



 

 本件ジョイントは、経年劣化により折損した可能性があると考えら

れるが、本船に整備記録が存在しておらず、折損に至った状況を明ら

かにすることができなかった。 

原因  本事故は、本船が主機を中立運転として漂泊中、本件ジョイントが

折損してベローズを破損したため、主機の運転ができなくなり、海水

が同破損部から浸入して機関室に浸水したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、船舶を中古で購入した場合、機関修理業者等に依頼して

機関関係の点検を行うとともに、不具合箇所等を十分に整備して

から航行すること。 

 


